
 

 

 

 

令和元年度 臨時大分市総合教育会議 

（兼 第２回大分市新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

 

日 時 ： 令和 2 年 3 月 2 日（月） 

9 時 00 分～ 

場 所 ： 大分市役所 議会棟 3 階 第５委員会室 

 

 

次  第 

 

 

 

１． 開 会 

 

２． 議 事 

 

（１）新型コロナウイルス感染症に係るこれまでの大分市の対応について 

 

   （２）大分市内の小中学校等における新型コロナウイルス感染防止に係る 

当面の対応について 

 

   （３）その他 

 

 

３． 閉 会 

 



新型コロナウイルス感染症に係るこれまでの大分市の対応について 

 福祉保健部大分市保健所保健予防課 

 

１月 7 日 庁内関係課に「武漢市における原因不明肺炎の発生について」情報提供の開始 

 １月 8 日 各医療機関宛て「武漢市における非定型肺炎の注意喚起について」を通知（以後随時

提供） 

 １月 14 日 全職員向けに「部情報共有」ホルダ内に「感染症情報」を開設 

 １月 16 日 国内 1 例目患者の公表 

１月 20 日 市民・医療機関向けに市ホームページ「中華人民共和国湖北省武漢市における新型

コロナウイルス感染症に関連した肺炎の発生について」を掲載（その後、随時更新） 

・現在は「新型コロナウイルス感染症について」を掲載 

 １月 29 日 第 1 回健康危機管理対策連絡会議（委員長：保健所長） 

１月 31 日 第 2 回健康危機管理対策連絡会議 

・「大分市新型コロナウイルス相談窓口専用ダイヤル」の開設の決定  

・ 今後、福祉保健部長を座長とする健康危機管理対策会議を開催することとする 

 2 月 3 日 第 1 回臨時関係部長会議 

        ・新型コロナウイルス対策は平成 25 年施行「大分市新型インフルエンザ等対策行

動計画」に基づく対応とすることを確認 

 2 月 4 日 「帰国者・接触者外来」の設置について医療機関説明 

 2 月 5 日 第 1 回健康危機管理対策会議 

「帰国者・接触者相談センター」の開設（24 時間対応） 

 2 月 6 日 旅館業営業者宛てに「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対 

応について」を通知 

 2 月 7 日 第 2 回健康危機管理対策会議 

 2 月 18 日 第 3 回健康危機管理対策会議 

 2 月 20 日 第 2 回臨時関係部長会議 

 2 月 27 日 第１回大分市新型コロナウイルス感染症対策本部 

      

 （感染症対策） 

●新型コロナウイルス関連の情報は市ホームページにて掲載 

●高齢者・障害者施設への積極的な情報提供 

●医療関係者等関係機関に随時情報の提供 

●市民啓発のための大型ポスターの制作と支所、地区公民館等へ配布・掲示 

●24 時間対応の「新型コロナウイルス相談窓口」電話回線の増設（相談件数６０８件:2/28

現在） 

●行政検査（PCR 検査）・積極的疫学調査（１７件検査依頼し、すべて陰性:3/1 現在） 

資料―１ 
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資料―２ 

大分市内の小中学校等における新型コロナウイルス感染防止に

係る当面の対応について 

 

令和 2 年 3 月 2 日 

 

１ 市立小中学校の臨時休業について 

(１)小中学校については、3 月 3 日（火）から当分の間、臨時休業とする。 

(２)ただし、中学 3 年生については、3 月 3 日（火）から 6 日（金）までを   

学習相談日とし、希望する生徒に対応する。 

(３)部活動は 3 月 3 日（火）からすべて休止する。 

 

２ 市立小中学校・幼稚園の卒業式について 

(１)中学校は、簡略化した卒業式を実施する。原則として、3 月 9 日（月）  

  の公立入試前日指導日に卒業証書を校⻑から生徒に渡すこととするが、   

３月２日（月）も可能とする。 

(２)小学校の卒業式は、今後の状況を見ながら判断する。 

(３)幼稚園の卒園式は、現在のところ関係者のみで縮小して実施する。 

 

３ 放課後児童クラブの対応について 

 3 月 3 日（火）から当分の間、春休みと同様の午前中から開所を要請し、 

児童育成クラブ 54 施設、⺠間放課後児童クラブ 11 施設において児童を受

け入れる。 

 

４ 障がい児等が通所する放課後等デイサービスの対応について 

 ３月３日（火）から当分の間、春休みと同様に午前中から開所を要請

し、放課後等デイサービス７1 施設中５８施設（残り１3 施設確認中）

が障がいのある児童を受け入れる。 

 

５ 市立社会教育施設等の休館について 

 ３月３日（火）以降閉館する施設は以下の通りとする。 

 ・のつはる少年自然の家 

 ・トレーニングルーム（※南大分体育館・市営陸上競技場） 

 ※両施設のその他の使用は通常通りとする 

・⼤分市⺠図書館（本館・分館）  

 ※なお、市⺠図書館は、当初の予定通り３⽉２⽇（⽉）から３⽉１３⽇   

（金）まで蔵書点検期間のため休館とし、３月１４日（土）からは開館  

とする 

 

６ 保育所や幼稚園について 

市立保育所・幼稚園については、引き続き開所（園）する。私立の保育所 

や幼稚園等についても、本市と同様の対応を要請した。 
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資料―２ 

７ スポーツ少年団の活動について 

 3 月 3 日（火）から小中学校の臨時休業期間終了までは、練習・合宿・ 

練習試合は実施しないよう要請した。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

小中学校に関すること 

                       大分市 教育部 学校教育課 

                       担 当 野田、小野 

                       直 通 ０９７-５３７-５６４８ 

                       内 線 ２０３０ 

保育所・幼稚園、放課後児童 

クラブに関すること 

                       大分市 子どもすこやか部 

子ども企画課 

                       担 当 三島、額賀 

                       直 通 ０９７-５７４-６５１６ 

                       内 線 ２５１２ 

放課後等児童デイサービスに 

関すること 

                       大分市 福祉保健部 障害福祉課 

                       担 当 永田、岡嶋 

                       直 通 ０９７-５３７-５７８５ 

                       内 線 １４４１ 

スポーツ少年団に関すること 

                       大分市 企画部 スポーツ振興課 

                       担 当 金子、後藤 

                       直 通 ０９７-５３７-５９７９ 

                       内 線 １０８４ 

新型コロナウイルス感染症に 

関すること 

大分市保健所 保健予防課 

担 当 沖⽥、⻘沼  

直 通 ０９７-５３５-７７１０                

                      対策本部に関すること 

大分市 防災局 防災危機管理課 

担 当 渡邉、小林 

直 通 ０９７-５３７-５６６４ 

内 線 １１１８、１１０２ 



 
別紙資料１ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応 

大分市教育委員会  

 

〇 市立小中学校、義務教育学校は、３月３日（火）から当分の間、臨時休業と

する。 

  なお、休業中は「健康観察カード」には毎日、検温をし、体温とその日の体

調状況等を記入させ、適切に対応する。 

  また、特別支援学級に在籍する児童生徒のうち、保護者の対応が困難な場合

には、当該保護者と相談する。その時間帯については、保護者と協議の上、決

定する。 

 

○ ３月２日（月）は登校日（給食実施）とし、休業に当たっての課題提示や生

活上の諸注意を行う。 

 

〇 部活動は、３月３日（火）からすべて休止する。 

  

〇 中学校３年生の公立高校入試への対応は次のとおりとする。 

 

   ３月 ９日（月）事前指導  

３月１０日（火）一般入試 

   ３月１１日（水）面接入試 

３月１３日（金）合格発表 

 

  なお、３年生は、３月３日（火）から６日（金）までの間を「学習相談日」

とし、希望する生徒の学習相談に応じる。 

 

〇 中学校卒業式は、３月９日（月）の入試事前指導の前に簡略化した卒業証書

授与を行うなど、各学校の実情に応じて実施する。 

 

  ⇒追加 ３月２日（月）も可能 

   ※県立入試前日指導の対象生徒の人数等、各中学校の生徒の実情に応じた、

柔軟な対応を可能とするため。 

 

〇 小学校卒業式は、今後の状況をみて、判断する。 

 

〇 ３学期の通知表は、臨時休業が３月２６日（木）の修了式まで及ぶ場合には、

学級担任等が個別に家庭訪問をし届ける。 

 



 別紙資料２ 

小学校の放課後児童クラブ生の対応について 

【3 月 2 日(月)現在】 

クラブ名 児童数 学校受入期間 

佐賀関 16 人 3/3(火)〜3/6(金) 8:30〜13:00 

敷⼾ 60 人 3/3(火)〜当分の間 8:30〜13:30 

宗方 67 人 3/3(火)、3/5(木) 8:30〜13:00 

神崎 11 人 3/3(火)〜3/6(金) 8:30〜13:00 

津留 90 人 3/3(火)〜3/6(金) 8:30〜13:30 

※3/9(月)からは、各クラブで受入（敷⼾児童育成クラブ除く） 


